
※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）として、（1ヶ月総単位数）×5.9％の単位数が追加となります。
※介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）として、（1ヶ月総単位数）×1.0％の単位数が追加となります。

※状況により単位数、加算が変更になる場合があります。

1食あたりの利用料金

50単位

56単位

150単位

150単位

60単位

6単位

45単位

60単位

500円

1回あたりの利用料金

1回あたりの利用料金

1日あたりの利用料金

1回あたりの利用料金

1回あたりの利用料金

1回あたりの利用料金

①通所介護利用料

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

1日あたりの利用料金

648単位

765単位

887単位

1008単位

1130単位

②入浴介護費

※実際の負担料金は、介護給付の範囲においては上記の合計単位数に10.14円を乗じた金額の1
割、2割または3割となります。

③個別機能訓練加算（Ⅱ）

④栄養改善加算

（ただし理学療法士等以外が実施する時は46単位と算定する）

　おむつ代、レクリエーション参加に係る費用については、自己負担となります。

⑧中重度者ケア体制加算

⑨認知症加算

⑩昼食代

⑪その他

⑤口腔機能向上加算

⑥若年性認知症利用者受入加算

⑦サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

1日あたりの利用料金

1日あたりの利用料金

特別養護老人ホーム 芙蓉荘　通所介護（デイサービス）利用料金表

平成30年4月1日現在


